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日
本
年
金
機
構
の
全
国
の
年
金
事
務
所
で
は
、
年
金
相
談
や
年
金
請

求
手
続
き
に
つ
い
て
、「
事
前
予
約
」
を
行
っ
て
い
ま
す
。
お
待
た
せ
時

間
の
少
な
い
「
予
約
相
談
」
を
ぜ
ひ
ご
利
用
く
だ
さ
い
。

◆
予
約
相
談
希
望
日
の
１
カ
月
前
か
ら
前
日
ま
で
受
付
し
て
い
ま
す
。

◆
お
申
し
込
み
の
際
は
、
基
礎
年
金
番
号
の
わ
か
る
も
の（
年
金
手
帳
や

年
金
証
書
な
ど
）を
ご
用
意
く
だ
さ
い
。

ご
予
約
方
法
は
、
全
国
共
通
の
予
約
専
用
受
付
電
話
「
０
５
７
０
・

０
５
・
４
８
９
０
」
ま
た
は
、
お
近
く
の
年
金
事
務
所
に
、
電
話
・
来

訪
時
に
お
申
し
込
み
く
だ
さ
い
。

・
渋
川
年
金
事
務
所　

☎
０
２
７
９
・
２
２
・
１
６
１
４

年
金
の
相
談
や
お
手
続
き
の
際
は
、ぜ
ひ
ご
予
約
を
！

国
民
年
金
保
険
料
は
所
得
税
法
及
び
地
方
税
法
上
、
健
康
保
険
や
厚

生
年
金
な
ど
の
社
会
保
険
料
を
納
め
た
場
合
と
同
様
に
、
社
会
保
険
料

控
除
と
し
て
そ
の
年
の
課
税
所
得
か
ら
控
除
さ
れ
、
税
額
が
軽
減
さ
れ

ま
す
。

控
除
の
対
象
と
な
る
の
は
、
平
成
30
年
１
月
か
ら
12
月
ま
で
に
納
め

ら
れ
た
保
険
料
の
全
額
で
す
。
過
去
の
年
度
分
や
追
納
さ
れ
た
保
険
料

も
含
ま
れ
ま
す
。

ま
た
、
ご
自
身
の
保
険
料
だ
け
で
な
く
、
配
偶
者
や
ご
家
族（
お
子
様

等
）の
負
担
す
べ
き
国
民
年
金
保
険
料
を
支
払
っ
て
い
る
場
合
、
そ
の
保

険
料
も
合
わ
せ
て
控
除
が
受
け
ら
れ
ま
す
。

な
お
、
平
成
30
年
中
に
納
付
し
た
国
民
年
金
保
険
料
に
つ
い
て
、
社

会
保
険
料
控
除
を
受
け
る
た
め
に
は
、
年
末
調
整
や
確
定
申
告
を
行
う

と
き
に
、
領
収
証
書
な
ど
保
険
料
を
支
払
っ
た
こ
と
を
証
明
す
る
書
類

の
添
付
が
必
要
と
な
り
ま
す
。

こ
の
た
め
、
平
成
30
年
１
月
１
日
か
ら
10
月
１
日
ま
で
の
間
に
国
民

年
金
保
険
料
を
納
付
さ
れ
た
方
に
は
、
11
月
上
旬
に
日
本
年
金
機
構
か

ら
「
社
会
保
険
料（
国
民
年
金
保
険
料
）控
除
証
明
書
」
が
送
ら
れ
ま
す

の
で
、
申
告
書
の
提
出
の
際
に
は
必
ず
こ
の
証
明
書
ま
た
は
領
収
証
書

を
添
付
し
て
く
だ
さ
い
。（
平
成
30
年
10
月
２
日
か
ら
12
月
31
日
ま
で
の

間
に
、
今
年
は
じ
め
て
国
民
年
金
保
険
料
を
納
め
ら
れ
た
方
へ
は
、
翌

年
の
２
月
上
旬
に
送
ら
れ
ま
す
。）

税
法
上
と
て
も
有
利
な
国
民
年
金
は
、
老
後
は
も
ち
ろ
ん
不
慮
の
事

故
な
ど
万
一
の
と
き
に
も
心
強
い
味
方
と
な
る
制
度
で
す
。
保
険
料
は

納
め
忘
れ
の
な
い
よ
う
き
ち
ん
と
納
め
ま
し
ょ
う
。

納
め
た
国
民
年
金
保
険
料
は
全
額
が
社
会
保
険
料
控
除
の
対
象
で
す

国
民
年
金

線
を
借
り
受
け
た
光
コ
ラ
ボ
レ

ー
シ
ョ
ン
事
業
者
の
新
規
参
入

が
増
え
、
こ
れ
ら
が
提
供
す
る

光
回
線
サ
ー
ビ
ス（
コ
ラ
ボ
光
）

の
相
談
が
寄
せ
ら
れ
て
い
ま
す
。

　

光
コ
ラ
ボ
事
業
者
と
の
契
約

は
Ｎ
Ｔ
Ｔ
東（
西
）日
本
と
の
契

約
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。「
安
く

な
る
」
と
勧
誘
さ
れ
て
も
他
の

不
要
な
オ
プ
シ
ョ
ン
サ
ー
ビ
ス

が
つ
け
ら
れ
て
い
た
り
し
て
、

高
く
な
る
場
合
も
あ
り
ま
す
。

勧
誘
さ
れ
て
も
す
ぐ
に
返
事
を

せ
ず
、
勧
誘
し
て
い
る
事
業
者

名
や
連
絡
先
、
光
コ
ラ
ボ
事
業

者
名
、
サ
ー
ビ
ス
名
な
ど
契
約

内
容
を
細
か
く
確
認
し
て
か
ら

冷
静
に
判
断
す
る
よ
う
に
し
ま

し
ょ
う
。
内
容
が
理
解
で
き
な

い
、
必
要
が
な
い
と
思
っ
た
場

合
は
き
っ
ぱ
り
断
り
ま
し
ょ
う
。

届
い
た
書
面
に
は
必
ず
内
容
を

確
認
し
ま
し
ょ
う
。

　

コ
ラ
ボ
光
は
電
気
通
信
事
業

法
の
解
約
ル
ー
ル
「
初
期
契
約

解
除
制
度
」
の
対
象
で
す
。
解

約
し
た
い
と
思
っ
た
ら
、
放
置

せ
ず
す
ぐ
に
光
コ
ラ
ボ
事
業
者

に
申
し
出
ま
し
ょ
う
。
ご
心
配

な
時
や
対
処
に
困
っ
た
と
き
は

ご
相
談
く
だ
さ
い
。

●
相
談
・
お
問
い
合
わ
せ

吾
妻
郡
消
費
生
活
セ
ン
タ
ー

☎
７
５
・
１
１
６
６

又
は
消
費
者
ホ
ッ
ト
ラ
イ
ン

「
１
８
８（
い
や
や
）」

「
雇
用
保
険
」
の
総
称
）は
、
政
府

が
管
理
・
運
営
し
て
い
る
強
制
的

保
険
で
す
。
農
林
水
産
業
の
一
部

を
除
き
労
働
者
を
一
人
で
も
雇
用

し
て
い
る
事
業
主
は
す
べ
て
加
入

が
義
務
付
け
ら
れ
て
い
ま
す
。

　

労
働
保
険
は
、
業
務
災
害
や
通

勤
途
上
災
害
を
被
っ
た
労
働
者
や
、

そ
の
遺
族
に
対
し
て
必
要
な
保
険

給
付
を
行
う
制
度
で
す
。

　

雇
用
保
険
は
、
労
働
者
が
失
業

し
た
場
合
や
労
働
者
の
雇
用
継
続

が
困
難
と
な
る
事
由
等
が
生
じ
た

場
合
に
必
要
な
給
付
を
行
う
制
度

で
す
。

　

厚
生
労
働
省
で
は
、
11
月
を

「
労
働
保
険
適
用
促
進
強
化
期
間
」

と
定
め
、
労
働
保
険
の
「
未
手
続

事
業
の
一
掃
」
を
主
要
課
題
と
位

置
づ
け
て
、
労
働
保
険
の
未
手
続

事
業
の
解
消
を
図
る
べ
く
広
報
活

動
を
実
施
し
て
い
ま
す
。

　

加
入
の
手
続
き
、
ご
相
談
は
、

群
馬
労
働
局
労
働
保
険
徴
収
室
又

は
最
寄
り
の
労
働
基
準
監
督
署
、

ハ
ロ
ー
ワ
ー
ク
へ
お
願
い
い
た
し

ま
す
。

●
お
問
い
合
わ
せ　

群
馬
労
働
局

総
務
部　

労
働
保
険
徴
収
室

☎
０
２
７
・
８
９
６
・
４
７
３
４

光
回
線
サ
ー
ビ
ス
の

勧
誘
や
契
約
は
内
容
を

よ
く
理
解
し
て
か
ら
！

　

Ｎ
Ｔ
Ｔ
東（
西
）日
本
か
ら
光
回

Ｕ
タ
ー
ン
の
受
け
皿
と
な
る
次
世

代
の
地
域
医
療
を
目
指
し
て

●
日
時

　

12
月
２
日（
日
）午
後
１
時
〜

●
会
場　

国
立
病
院
機
構
沼
田
病

院　

地
域
医
療
研
修
セ
ン
タ
ー

●
参
加
者　

ど
な
た
で
も

●
参
加
料　

無
料

●
第
１
部　

午
後
１
時
10
分
〜
40
分

　

基
調
講
演
「
21
世
紀
の
Ｍ
ｅ
ｄ

ｉ
ｃ
ａ
ｌ　

Ｖ
ｉ
ｌ
ｌ
ａ
ｇ
ｅ
の

構
築
に
向
け
て
〜
病
気
で
あ
っ
て

も
病
人
で
は
な
い
〜
」

　

講
師　

順
天
堂
大
学
医
学
部
病

理
・
腫
瘍
学
教
授　

樋
野
興
夫
先
生

　

座
長　

岩
波
総
合
診
療
部
長

●
第
２
部　

午
後
１
時
40
分
〜
２

時
50
分　

パ
ネ
ル
デ
ィ
ス
カ
ッ
シ
ョ
ン

　

座
長　

根
岸
副
院
長

　

青
山
地
域
医
療
連
携
係
長

　

パ
ネ
ラ
ー　

医
師
・
看
護
師　

５
名

●
お
申
し
込
み
・
お
問
い
合
わ
せ

　

国
立
病
院
機
構
沼
田
病
院　

が

ん
診
療
推
進
室

☎
０
２
７
８
・
２
３
・
３
９
７
２

11
月
は
労
働
保
険

適
用
促
進
強
化

期
間
で
す

事
業
主
の
皆
様
、
労
働
保
険
の
成

立
手
続
き
は
、
お
す
み
で
す
か
？

　

労
働
保
険（「
労
災
保
険
」
と

が
ん
市
民
公
開
講
座


